
（16）認定職業訓練実施奨励⾦
就職⽀援法事業費項

労働保険特別会計（雇⽤勘定）会計ー組織厚⽣労働省府省名
認定職業訓練実施奨励⾦⽬

本省調査調査主体令和６年度︓11,061百万円 ほか
（参考 令和７年度︓12,914百万円）調査対象予算額

①調査事案の概要
【事案の概要】
認定職業訓練実施奨励⾦は、平成23年度に雇⽤保険で⾏う能⼒開発事業における求職者⽀援制度の⼀環として、主に雇⽤保険を受給できない求職者の早期就職を促進するために、

厚⽣労働⼤⾂の認定を受けた職業訓練（以下「認定職業訓練」という。）を⾏う⺠間訓練機関（以下「訓練校」という。）に対して助成するものとして創設された。
認定職業訓練は、専ら就職に必要な基礎的な技能等を付与するための基礎コースと基礎的な技能等並びに実践的な技能等を付与するための実践コースがあり、様々な分野が設定さ

れている。
訓練校に⽀給する認定職業訓練実施奨励⾦は、
・訓練を適切に⾏った訓練校に⽀給する認定職業訓練実施基本奨励⾦（以下「基本奨励⾦」という。）
・実践コースを実施して、基本奨励⾦を受給し、かつ、その訓練の修了者などの就職実績（以下「就職率」という。）が⼀定⽔準以上である訓練校に⽀給する認定職業訓練実施付
加奨励⾦（以下「付加奨励⾦」という。）

・特定の分野での⼈材確保等を⽬的として、時限的に特例措置として設定されている各種奨励⾦
などに分類される。

【問題意識】
〇付加奨励⾦は、⾼い就職率を達成するために、より質の⾼い就職⽀援を⾏った訓練校に対してインセンティブを付与するという趣旨により設定されたものであるが、
・現在の⽀給基準である就職率の設定は適当か
・就職率の算定において、訓練内容と関連のある業務への就職か否かを要件としていないが、訓練内容と関連のある業務へ就職しているか

〇特例措置として設定されている奨励⾦は、⼈材確保等の⽬的に効果的か
〇訓練を修了し、就職した者の定着状況などのフォローアップができているか

という観点から、その実態を調査・分析する。
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※特例措置の各種奨励⾦などは少額のため表⽰していない。
※実績額は厚⽣労働省ハローワークシステムより抽出。



③調査結果及びその分析

付加奨励⾦は、より質の⾼い就職⽀援を⾏った訓練校に対してインセンティブを付与するために設定されており、その⽀給対象の
判定基準として就職率を⽤いている。令和５年度中に開講した実践コース2,884件における付加奨励⾦の⽀給実態について確認した
ところ⽀給件数は2,466コースであり、約86％のコースへの⽀給が確認された。

付加奨励⾦の額は、受講者数・⽀給単位期間・就職率を構成要素に算定され、その単価は、就職率に応じて設定されており、
①就職率が35％以上60％未満の場合は１⽀給単位期間につき、受講者⼀⼈当たり１万円
②就職率が60％以上の場合は１⽀給単位期間につき、受講者⼀⼈当たり２万円

が⽀給される。
付加奨励⾦⽀給件数2,466コースの内訳を確認すると①は857コース、②は1,609コースであり、【図１】のとおり、実践コース開

講数の半数以上で上位の単価を適⽤する付加奨励⾦が⽀給されていた。
また、実践コースを年間100件以上開講されている主な分野別に分類し、付加奨励⾦の⽀給割合を確認すると【図２】のとおり、

ほとんどの分野で⽀給率80％を超え、医療事務分野、介護・医療・福祉分野及び理容・美容関連分野においては、90％を超える状況
にあった。

付加奨励⾦が、⾼い就職率を達成するためにより質の⾼い就職⽀援を⾏った訓練校に対してインセンティブを付与するために設定
されているものであることに鑑みれば、開講数のうち９割近いコースに⽀給され、かつ、半数以上が上位単価を⽤いて算定される現
在の基準では、政策効果を⾼めるためのインセンティブが訓練校に働きにくくなっている可能性がある。
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②調査の視点

付加奨励⾦の⽀給対象の判定基準
として⽤いている現在の「就職率
（※）」の設定は適当であるか。
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【図１】実践コースにおける就職率別コース数・割合 【図２】実践コースにおける主な分野別の就職率別コース割合
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【100件以上の実践コースが開講されている分野別のコース数及び付加奨励⾦⽀給コース数】
※本調査における「就職率」とは、訓練終
了⽇に65歳以上の者を除き、訓練修了者
＋就職を理由とする中途退校者のうち、訓
練終了⽇の翌⽇から３か⽉を経過する⽇ま
でに、雇⽤保険の⼀般被保険者（短期雇⽤
特例被保険者及び⽇雇労働被保険者は対象
外）⼜は雇⽤保険の適⽤事業の事業主に
なった者の割合をいう。



③調査結果及びその分析

実践コースは、基礎的な技能及び実践的な技能並びにこれらに関する知識を付与するための認定職業訓練として様々な分野が設定
されている。⼀⽅で、付加奨励⾦の⽀給要件である就職率の算定において、訓練修了者が、訓練の内容に関連した業務へ就職（以下
「関連就職」という。）したか否かを問わないこととなっている。
そこで、付加奨励⾦が⽀給された実践コースにおいて、65歳未満の訓練修了者からの⾃⼰申告による関連就職の状況を集計したと

ころ【図３】のとおり、介護・医療・福祉分野では、約78％の関連就職率がある⼀⽅で、IT分野、デザイン分野、理容・美容関連分
野では、５割程度の関連就職率であった。
そこで、介護・医療・福祉分野、デザイン分野及び理容・美容関連分野を修了して就職した65歳未満の者のうち関連就職率が５割

未満のコース数を分析すると【図４】のとおり、理容・美容関連分野及びデザイン分野はその３割程度において関連就職率が50％を
下回っていた。特にデザイン分野は、分野別のコース開設数が全体で⼆番⽬に多く、デザイン分野の教育訓練は、訓練内容に関連す
る業務への就職に結びつく質の⾼い教育訓練を⾏われていない訓練校が⼀定程度存在する可能性がある。

認定職業訓練実施奨励⾦では、IT分野や介護分野などの分野に応じた奨励⾦の特例的な加算措置を⾏っている。
このうち、介護・障害福祉分野（※）では、⼈材確保施策の⼀環として、令和５年度から、訓練において職場⾒学等を実施した場

合に、受講者⼀⼈当たり１万円を⽀払う職場⾒学等促進奨励⾦（以下「特例奨励⾦」という。）を創設しており、期限延⻑を繰り返
し、令和８年度末までの措置が設けられている。
当該奨励⾦の⼈材確保⽀援としての効果を計測するため、65歳未満の訓練修了者のうち就職者の実態を調査したところ、【表及び

図５】のとおり、特例奨励⾦が⽀給されたコースでの関連就職率は89％、⽀給されていないコースでの関連就職率は86％であり、
⼤きな差は⾒られなかった。
そのため、当該施策における⼈材確保⽀援としての効果が発揮されているとは⾔い難い状況にあると考えられる。
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②調査の視点

付加奨励⾦が⽀給される実践コー
スにおいて、訓練内容と就職先に相
関関係があるか。

特定分野への奨励⾦の設定は、そ
の施策効果が有効であると認められ
るか。
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【図４】 65歳未満の就職者に占める関連就職率別コース数
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（注）訓練修了者数は就職率等の実績より算出した数値を使⽤している

65歳未満
関連就職者数

65歳未満
就職者数

コース数（介護・障害福祉分野）

1,431⼈1,607⼈227コース特例奨励⾦有コース

388⼈450⼈67コース特例奨励⾦無コース

【表】特例奨励⾦の有無における関連就職者数等
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【図５】特例奨励⾦⽀給の有無別の関連就職率

※介護・障害福祉分野とは、介護・医療・福祉分野のうち、介護福祉⼠実務者研修、⽣活援助従
事者研修等を実施するもの
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②調査の視点

訓練を修了し、就職した者の定着
状況などのフォローアップが出来て
いるか。

【調査対象年度】
令和５年度〜令和６年度

【調査対象先数】
厚⽣労働本省
ハローワーク︓512先

③調査結果及びその分析

認定職業訓練実施奨励⾦は、就職を成果指標としているが、就職状況とあわせて、定着状況を把握することも重要であると考えられ、
平成23年１⽉27⽇の厚⽣労働省労働政策審議会職業能⼒開発分科会「求職者⽀援制度における新たな職業訓練の在り⽅について（報
告）」（以下「審議会報告」という。）においても、「訓練修了後の就職・定着等の状況を把握して訓練及び就職⽀援の効果を分析す
ること及びその結果を制度の在り⽅や運⽤に反映させることが重要である」と⽰されている。
そこで、訓練校とハローワークにおいて定着状況が把握されているかを確認した。その結果、定着状況を把握している訓練校はなく、

厚⽣労働省によれば、訓練校の役割は、就職に必要な職業能⼒の開発及び向上を図ることであり、その後の定着状況の把握は役割では
ないとのことであった。また、【図６及び図７】のとおり、⾃主的な取組として定着状況を把握しているハローワークは約４割にとど
まり、その把握期間は３か⽉との回答が⼤半であった。（令和７年４⽉調査）

その上で、定着状況を把握しているハローワークに対して、その取組状況について確認したところ
事例①︓就職後に定着状況の確認連絡をした際に、事業所の⼈間関係などに不安があり、就労継続の悩みを把握。そこで、労働

基準監督署などと連携しつつ、来所等により本⼈から状況を聴取し、不安解消に努めたところ、就労継続に⾄った。
事例②︓就職後に定着状況の確認連絡をした際に、他者との仕事の姿勢の違い等に悩み、離職を考えていることを把握。このた

め、本⼈の来所による相談対応を⾏ったところ、体調の不調も確認した。その後も相談対応を継続し、結果として、離
職したものの、本⼈の適性等を踏まえた別事業所への再就職に⾄った。

との事例が確認できた。

④今後の改善点・検討の⽅向性

多くの訓練コースが⽀給対象となるような現在の就職率の基準は適当とは考え難く、付加奨励⾦の設置趣旨である訓練校のインセンティブが働く基準へ改めるべきである。

付加奨励⾦は、質の⾼い訓練を実施した訓練校に⽀給するものであることを踏まえれば、⽀給対象の判定に関連就職を考慮すべきと考えられ、その適否を厚⽣労働省労働政策審議会
⼈材開発分科会等で議論することも含めて検討すべきである。

介護・障害福祉分野の訓練コースの特例措置である特例奨励⾦については、初年度である令和５年度実績において、⽀給の有無と関連就職率への相関は認めがたいことから、今後の
関連就職率の実績も踏まえ、廃⽌を含め検討すべきである。

過去の厚⽣労働省の審議会報告でも指摘があるとおり、定着等の状況を把握して訓練及び就職⽀援の効果を分析すること並びにその結果を制度の在り⽅や運⽤に反映させることを⽬
的として、全国のハローワークにおいて、定着状況の確認等を⾏うべきである。
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【図６】ハローワークにおける定着状況の把握箇所数
（単位︓箇所数）

【図７】定着状況の把握期間等
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